
自然災害等（地震等※1）により屋内退避が困難となる場合のUPZ内の防護措置

 地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避難所等への

避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示がでている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害

が更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先し、市町が開

設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ速やかに避難を実施。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び愛媛県等は、住民等の避難を安全をかつ円滑に実施するため、避難経路や

避難手段、国が提供する原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等について、確認・調整等を実施。

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

余
震
等
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合には、近隣の
指定避難所等にて屋内退避

自家用車・バスによる避難（※2）

屋内退避準備
ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

既に避難している近隣の
指定避難所等にて屋内退避

自宅にて屋内退避

＜屋内退避中に余震等が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

※１ 津波災害時や土砂災害時においても基本的には同様のフローとなる。
※２ 市町にて開設する近隣の別の指定避難所等で受け入れ可能な場合には、当該避難所等に移動し、そこで屋内退避を行う。

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生

自家用車・バスによる避難（※2）

避難先

ＵＰＺ外
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他の地方公共団体からの応援計画

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、愛媛県及び山口
県に対する関係地方公共団体からの支援策として、9つの応援協定等が締結されている。

㋐愛媛県と山口県の確認事項について
（平成24年3月1日）

【応援内容】

①連絡通報について
②情報交換会の開催等について
③愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの山口県職員の受入れ
について

④原発事故により愛媛県から避難される方々
の受入れについて

㋐愛媛県と大分県の確認事項について
（平成23年9月1日）

【応援内容】

①連絡通報について
②情報交換会の開催等について
③愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの大分県職員の受入れ
について

④原発事故により愛媛県から避難される方々
の受入れについて

㋑中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に
関する協定（平成24年3月1日）

【対象】

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県
【応援内容】

①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資
機材の提供

②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要
な物資及び資機材の提供

③避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及
び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機材の提供

④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技
能職等の職員の派遣

⑤避難者を受け入れるための施設の提供
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

㋐危機事象発生時の四国４県広域応援に
関する基本協定（平成19年2月5日）

【対象】

徳島県、香川県、愛媛県、高知県
【応援内容】

①物資及び資機材の提供
②施設、設備及び機器の使用又は貸与
③職員の派遣
④試験検査等の実施その他の役務の提供
⑤前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった
事項

㋑
㋒

㋓原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）

【対象】

北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、
石川県、福井県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、
佐賀県、鹿児島県
【応援内容】

①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣
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㋒九州・山口9県災害時応援協定
（平成23年10月31日）

【対象】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋒関西広域連合と九州地方知事会との災害時の
相互応援に関する協定（平成23年10月31日）

【対象】

関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌
山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸
市）、九州地方知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】

①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐

㋑中国5県災害等発生時の広域支援に関する協定
（平成24年3月1日）

【対象】

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
【応援内容】

①食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資
機材の提供

②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要
な物資及び資機材の提供

③避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及
び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機材の提供

④医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技
能職等の職員の派遣

⑤避難者を受け入れるための施設の提供
⑥前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

㋓

㋓全国都道府県における災害時等の広域
応援に関する協定（平成24年5月18日）

【応援内容】

①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの



8．冷却告示の対象である
1号機に係る対応
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